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計画名 関連する施策 対象 

健康横浜２１ 【しっかり噛んで食後は歯磨き】 
乳歯咬合の完成時期である３歳児のむし歯保有状況の改善は、乳幼児の

健全育成のために不可欠であり、乳幼児期や学齢期によく噛む習慣をつけ

ることが、生涯にわたる健康の保持増進につながります。 

乳幼児期 

学齢期 

【定期的に歯のチェック】 

成人期の有病率が高く、全身疾患との関係が注目されている歯周病の対策

が重要です。かかりつけ歯科医において専門的ケアを定期的に受けることで、

自身の歯・口腔状態を把握することができ、歯科医での保健指導に基づいたセ

ルフケアの促進は、歯周病予防に重要な役割を果たします。 

成人期 

高齢期 

【「口から食べる」を維持する】 

かかりつけ歯科医における専門的ケアや、歯科医での保健指導に基づいた

セルフケアは、口腔機能維持や歯の喪失予防につながり、介護予防の面からも

重要です。 

高齢期 

よこはま保健医療

プラン 

乳幼児期から成人期・高齢期まですべてのライフステージを通じて、歯科口

腔保健に関する理解の促進やセルフケア方法の普及、健診の勧奨等、口腔内

の健康及び口腔機能の維持向上を目指します。 

全ての世代 

横浜市高齢者保健

福祉計画・介護保

険事業計画 

かかりつけ歯科医を持ち、口腔機能の維持・向上や摂食嚥下障害などの専

門的ケアを定期的に受けることの啓発を進めます。 高齢期 

横浜市障害者プラ

ン 

歯科診療の機会に恵まれない心身障害児・者に対する歯科治療の確保を、

引き続き図ります。 

心 身 障 害

児・者 

子ども・子育て支援

事業計画 

・妊娠期の歯科疾患を早期発見、早期予防し、母体と胎児の健康の保持増進を

図るため、妊婦歯科健康診査を行います。 

・乳幼児の歯科疾患を早期発見、早期予防し、子どもの健全な発達を図るため

に、乳幼児歯科健康診査及び歯科相談を行います。 

成人期（妊

娠中） 

乳幼児期 

横浜市教育振興基

本計画 

学校・家庭・歯科医師会との連携による、生涯を通じた歯肉炎の割合の減少

を目指す歯科保健教育を推進します。 
学齢期 
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健康横浜２１ 
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施策2 健康な体づくり
■現状と課題
○横浜市の児童生徒は、運動や健康に対する意識が高い

のが特徴です。一方で、児童生徒の運動習慣については、
運動する子どもとしない子どもの二極化や男女間の差
が課題となっています。また、運動能力の状況は、経
年変化を見ると僅かに上昇傾向にあるものの、依然と
して全国平均より低い状態にあります。

○各学校では「体育・健康プラン56」を作成し、運動習
慣の確立に向けて、「体力向上１校１実践運動57」等を
行ってきました。しかし、健康な体づくりのためには、
学校だけでなく、家庭や地域と連携して、体力向上や
運動習慣・生活習慣の改善に取り組むことが必要です。
また、「体力・運動能力調査」の結果を家庭等と共有す
るために、より効果的な方法が求められています。

○新学習指導要領の実施に伴い、運動やスポーツを「する・みる・支える・知る」と多様な関わり方で親しむこ
とが求められます。学校教育だけでなく、地域や行政、企業、大学等が連携する仕組みづくりを進める必要が
あります。

○「ラグビーワールドカップ2019TM」及び「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」に向け、はまっ
子スポーツウェーブ58 や中学校総合体育大会閉会式等にオリンピアン・パラリンピアン等を招き、「本物」に触
れる機会を設けてきました。

○食育推進研修会において、食育実践推進校における保護者や地域と連携した食育の取組やブロックでの食育実
践事例等、日常の食生活を改善する取組が報告、発信されました。推進校の実践を参考に、多くの学校において、
日々の給食指導や、保護者や地域の生産者と連携した食育の取組を進めてきました。また、市や県の関連機関
及び一般企業が実施している「食育出前講座」を受講する学校数が、延べ300校を超えるようになりました。

○2017（平成29）年１月から、全中学校で横浜型配達弁当「ハマ弁」を実施しました。ハマ弁の利便性向上のため、
ポイント制の導入やスマホアプリの開発を行いました。また、ハマ弁の良さを周知する取組として、小学校を
対象にした食育セミナーや試食会を行いましたが、喫食率が2018（平成30）年３月時点で1.3％と低迷してい
ます。

○「第２期健康横浜2159」中間報告において、生涯の健康づくりにおける学童期での健康教育の推進が求められ
ています。歯・口腔では歯肉炎の割合の減少を目指した歯科保健教育を、家庭と連携して進めていくことが必
要です。

○「薬物乱用防止教育プログラム」（2016（平成28）年度）、「飲酒防止教育プログラム」（2017（平成29）年度）
及び「喫煙防止教育プログラム」（2018（平成30）年度作成予定）を活用し、学校薬剤師等の外部講師と連携して、
小学校段階から薬物乱用、喫煙及び飲酒の防止に関する教育を進めていく必要があります。

○成長期にある生徒が、運動、食事、休養及び睡眠のバランスのとれた生活を送ることができるよう、部活動の
適切な休養日や活動時間を設定することが重要です。また、生徒数の減少や顧問の長時間労働の問題等を踏まえ、
部活動の在り方を見直すことが必要です。

● ●●

56　体育・健康に関する指導の全体計画で、各学校の実態を踏まえ作成するプラン。
57　「体育・健康プラン」に基づく、自校の特色を生かした体力向上の取組。
58　児童を対象とした４つの大会（体育大会、水泳大会、球技大会、体育実技発表会）の総称。
59　生活習慣病等に着目した横浜市の健康づくりの指針。
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　② 「体力・運動能力調査」の活用による運動習慣の確立と体力向上

　子どもの頃に、身体を動かす楽しさや喜びを味わうことを通して、生涯にわたってスポーツに親しみ、身
体を動かす機会の増大を目指し、結果として、体力の向上を図ることができるようにします。

取組名 取組内容

☆体力向上に向けた科学的・
　分析的な取組の推進

● 全校児童生徒が実施する「体力・運動能力調査」を横浜市立大学データサ
イエンス学部等での分析を進め、学校の体力向上に向けた取組の改善。

総合的な健康に関する指導の
全体計画としての「体育・
健康プラン」の充実

● 「体力・運動能力調査」の分析チャート等の活用による、客観的な根拠に
基づく分析による実態把握、学校保健委員会61の取組等、生活習慣、運動
習慣も含めた総合的な健康に関する指導の全体計画としての「体育・健康
プラン」の改善への支援。

個人や保護者への
フィードバックの充実  NEW

● 「体力・運動能力調査」の結果の推移や全国、市と比較できるよう改良し、
個人や家庭等との共有につなげるためのシステムの構築。結果を保護者と
も共有し、運動習慣の改善につなげる支援（個人シートの改良等）を実施。

　① 運動やスポーツと多様に関わる機会の創出

　 「ラグビーワールドカップ2019TM」「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」を通して、運動
やスポーツを「する・みる・支える・知る」と多様な視点から親しむことができるよう、学校と行政や企業、
大学、NPO 等が連携してその機会を創出します。

取組名 取組内容

行政、地域、企業、大学等
との連携による機会の創出

● 運動やスポーツに「する・みる・支える・知る」と多様な視点から親しむ
ことができるよう、学校と行政や企業、大学等をつなぐ仕組みの構築によ
る機会の創出。

オリンピック・パラリンピック
教育の推進

● 全ての市立学校を「オリンピック・パラリンピック教育実施校」として指
定し、公認マークの活用等による大会に向けた機運醸成及びオリンピック・
パラリンピック教育の推進。

● 「オリンピック・パラリンピック教育推進校」を指定し、アスリート等と
の交流や競技体験、教育課程内の様々な学校行事等によりスポーツとの多
様な関わり方、ボランティアマインド、共生社会への理解等の学習を年間
を通して実施。

● オリンピアン・パラリンピアンの学校訪問や市が主催する各種大会等への
トップアスリートの招へい。

放課後の時間帯を活用した
機会の創出　NEW

● 放課後児童健全育成事業所60 の職員等に対し、子どもが運動やスポーツに
親しむ活動を紹介する等により、放課後においても運動やスポーツと多様
に関わる機会を創出。

■主な取組

60   「放課後キッズクラブ」や「放課後児童クラブ」等の子どもが安全で豊かな放課後を過ごすための居場所。
61　学校における健康に関する課題を研究協議し、健康づくりを推進する組織。校長、養護教諭等の教職員、学校医、学校歯科医、

学校薬剤師、保護者代表等で構成され、各学校に設置。
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　③ 食育の推進

　学校だけでなく、家庭や民間企業等と連携し、より一層食育を推進していきます。栄養教諭を中核とした
食育推進ネットワークを拡大するとともに、民間企業等による「食育出前講座」の利用促進にも努めていき
ます。また、横浜らしい中学校昼食を推進します。

取組名 取組内容

食育の推進 ● 食育の授業を充実するために、家庭や民間企業等と連携し、栄養教諭を中
核とするネットワーク活動を拡大しながら、学校、家庭、地域との協働に
よる食育を推進。学校内の組織の確立、食の全体計画や年間指導計画の見
直しを進め、計画的な食育を推進。食育推進の参考となるような実践事例
の発信。

☆中学校昼食（ハマ弁）の
　充実

● 利便性向上に向けた取組を検討し、ハマ弁をより利用しやすくなる環境を
整備。現行のハマ弁の事業期間は、2020（平成32年）年度までの５年間
であり、それ以降については、選択制の良さを生かしながらも、様々な課
題や意見等を踏まえ、昼食の充実を検討。

　④ 健康・安全教育の推進

    「第２期健康横浜21」を基に、生涯の健康づくりにおける学童期での健康教育を推進します。また、歯科医
師会との連携による歯科保健教育や学校薬剤師との連携による薬物乱用防止教室を推進します。

取組名 取組内容

健康・安全教育の推進 ● 規則正しい生活習慣の確立と病気の予防に関する教育、喫煙・飲酒・薬物
乱用の防止に関する教育、日常生活における事故やけがの防止に関する教
育等における、関係機関や家庭等と連携した取組の推進。

歯科保健教育の推進 ● 学校、家庭、歯科医師会との連携による、生涯を通じた歯肉炎の割合の減
少を目指す歯科保健教育の推進。

薬物乱用防止教室の推進 ● 小学校段階から「薬物乱用防止教育横浜型プログラム」を活用し、学校薬
剤師等の専門家と連携した薬物乱用防止教室を実施。中学校・高等学校で
も引き続き全校で実施。

　⑤ 持続可能な部活動の実現

　持続可能な部活動を目指し、「部活動の指針」の改訂や、従来の部活動外部指導者に加えて、部活動指導員
を配置するとともに、部活動休養日の設定、また、横浜の実態に応じた多様な部活動支援の方法を検討し、
生徒の活動機会の保障や活動の質の向上、教員の負担軽減等を考慮した持続可能な部活動の実現に向けた取
組を進めます。

取組名 取組内容

☆「横浜の部活動～部活動の
　指針～」の改訂　NEW

● スポーツ庁の「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を踏
まえ、「横浜の部活動～部活動の指針～」を改訂。

☆部活動指導員の配置 ● 部活動の顧問としての役割を担うことができる「部活動指導員」を配置し、
その効果検証を踏まえて、配置を拡充。

☆部活動休養日の設定 ● 「週に平日１日以上、土日どちらか１日以上」を部活動休養日として、全
中学校及び特別支援学校中学部で設定。
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